
報告第４号 

   専決処分した事件の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基

づき、損害賠償の額の決定について下記調書のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

  平成２２年５月３１日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

損害賠償額決定調書 

 

専決処分年月日 決 定 額 相 手 方 事 件 の 概 要 

平成22年3月16日 163,917円 足立区平野在住者

 ほか1人 

足立区平野三丁目6番

先における補助第258

号 線 平 野 三 丁 目 地 区

街 路 整 備 工 事 の 施 工

に伴い、相手方所有の

建物に対し、土間隙間

拡 大 等 の 損 害 を 与 え

た。 

平成22年3月23日 1,220,231

円

 

 

ほ

か3人 

足立区谷中四丁目 4番

か ら 谷 中 三 丁 目 20番

先における補助第 258

号 線 立 体 交 差 取 付 道

路工事その 1の施工に

伴い、相手方所有の建

物等に対し、土間隙間

拡大等の損害を与えた。



   

平成22年3月23日 1,455,881

円

足立区加平在住者

 ほか5人 

足 立 区 加 平 二 丁 目 25

番 か ら 谷 中 三 丁 目 20

番 先 に お け る 補 助 第

258号線立体交差取付

道路工事その2の施工

に伴い、相手方所有の

建物等に対し、土間隙

間 拡 大 等 の 損 害 を 与

えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



相手方別損害賠償額決定内訳書 

 

 平成２２年３月１６日専決処分内訳書 

 相 手 方 決 定 額

１ 足立区平野在住者 109,520円

２ 足立区平野在住者 54,397円

 平成２２年３月２３日専決処分内訳書 

 相 手 方 決 定 額

１  

 

159,967円

２  

 

530,526円

３  106,869円

４ 足立区佐野在住者 422,869円

 平成２２年３月２３日専決処分内訳書 

 相 手 方 決 定 額 

１ 足立区加平在住者 322,042円

２ 足立区加平在住者 66,105円

３ 足立区加平在住者 101,653円

４ 足立区加平在住者 552,457円

５ 足立区加平在住者 222,128円

６  

 

191,496円

 


